
子

　育

　て

　支

　援

15

生

　活

　支

　援

14

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、一時的な事情により、

生活環境が激変し、日常生活を営むことが困難になったと

きに、家庭生活支援員を派遣し、生活援助、保育サービス

を提供しています。

配偶者と死別又は離別した女性又はこれに準ずる事情にあ

る女性であって、経済的な理由や住居がない等の事情のた

め児童の監護が十分果たし得ない方を入居させ保護すると

ともに、これらの方の自立の促進のためにその生活を支援

することを目的とする施設です。

お問い合わせ
・申請窓口

お問い合わせ
・申請窓口

[登録申込] お住まいの市町村窓口

[利用申込] （一社）
岩手県母子寡婦福祉連合会

☎019−654−9838

■市在住者…
　お住まいの市福祉事務所

■町村在住者…

　お住まいの町村役場福祉窓口　又は

　最寄りの広域振興局保健福祉環境部・

　保健福祉環境センター

次のいずれかに該当し
、日常生活を営むのに

支障がある世帯

①母子家庭の母子　
②父子家庭の父子　

③寡婦

乳幼児の保育、⾷事
の世話、住居の掃除

、身の回りの世話、
買

い物、医療機関等と
の連絡、その他必要

な支援

①お住まいの市町村
窓口で登録申込を⾏

う。

②利用したい日時を
岩手県母子寡婦福祉

連合会に連絡し、申

し込む。
③岩手県母子寡婦福

祉連合会が調整を⾏
い、家庭生活支援員

を派遣する。

④費用負担が発生す
る場合は、後日送付

する費用負担額の納
付

書により利用料を支払
う。

利用料は所得に応じて
負担

利用世帯の区分
負担割合

利用者の負担額
（1時間あたり）

生活援助 子育て支援

生活保護世帯、市町
村民税非課税世帯 なし 0円 0円

児童扶養手当支給水
準の世帯

1割 150円 70円

前記以外の世帯
2割 300円 150円

居室の提供、母子指
導員等による生活指

導を⾏っています。

入居者の課税状況に
基づき、負担額が決

められます。

入所についての相談
は、市福祉事務所、

町村役場及び広域振
興

局保健福祉環境部・
保健福祉環境センタ

ーで受け付けます。

入所の決定は、市福
祉事務所、広域振興

局で⾏います。

○盛岡市立かつら荘（
定員30人）

　〒020−0127　盛
岡市前九年3−7−1

①教育訓練等の受講
のため、通学する必

要があるとき。

②就職活動のために
子どもを預けなければ

ならないとき。

③学校等の⾏事に参
加するとき。

④仕事で出張しなけ
ればならないとき。

⑤病気、出産、事故
、災害、冠婚葬祭等

で援助が必要なとき
。

対　　　象

支援の内容

相談・利用手続き

費　　　用

援 護 内 容

費　　　　用

相談・手続き

所 　 在 　 地

こんなときに利用できます

母子生活支援施設
ひとり親家庭等日常生

活

支援事業

ひとり親家庭のための支援策ガイドブック

岩手県保健福祉部子ども子育て支援室

ひ
と
り
親
家
庭
等

ひ
と
り
親
家
庭
等  

総
合
相
談
支
援
事
業

総
合
相
談
支
援
事
業

実
施
の
背
景

実
施
の
背
景

平
成
30
年
度
に
岩
手
県
保
健
福
祉
部
子

ど
も
子
育
て
支
援
課
（
当
時
）
が
「
岩
手

県
子
ど
も
の
生
活
実
態
調
査
」
を
実
施
し

た
結
果
、
子
ど
も
や
生
活
に
関
す
る
相
談

に
お
い
て
、
公
的
相
談
窓
口
が
十
分
に
活

用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
課
題
が
浮
き
彫

り
に
な
り
ま
し
た
。

調
査
結
果
検
討
委
員
会
か
ら
、
行
政
機

関
等
が
そ
れ
ぞ
れ
に
相
談
窓
口
を
設
け
て

い
る
も
の
の
多
様
な
相
談
ニ
ー
ズ
に
十
分

に
対
応
し
切
れ
て
お
ら
ず
、
課
題
解
決
の

た
め
に
は
、
支
援
の
た
め
の
包
括
的
な
相

談
体
制
の
構
築
が
必
要
と
の
意
見
が
出
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
本
事
業
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

事
業
内
容

事
業
内
容

相
談
支
援
を
必
要
と
す
る
ひ
と
り
親
家

庭
等
（
母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭
並
び
に

寡
婦
※
）
を
地
域
全
体
で
見
守
り
、
悩
み

や
支
援
ニ
ー
ズ
を
丁
寧
に
拾
い
上
げ
、
関

係
機
関
が
連
携
し
て
適
切
な
支
援
を
行
う

仕
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
ひ
と
り

親
家
庭
等
か
ら
の
相
談
を
関
係
機
関
に
つ

な
げ
る
た
め
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
応
援
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

※�

寡
婦
と
は
配
偶
者
の
な
い
女
性
で
、
か
つ

て
母
子
家
庭
の
母
で
あ
っ
た
方

ひ
と
り
親
家
庭
等

ひ
と
り
親
家
庭
等  

応
援
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が

応
援
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が  

実
施
す
る
こ
と

実
施
す
る
こ
と

当
セ
ン
タ
ー
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
の

生
活
の
お
手
伝
い
を
す
る
窓
口
で
す
。

各
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
主
に
次
の

事
業
を
実
施
し
ま
す
。

❶ �

岩
手
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
サ
ポ
ー

ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
の
開
催

地
域
に
お
け
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
を
支

え
る
仕
組
み
づ
く
り
を
推
進
す
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
た
め
、
関
係
団
体
等

の
代
表
者
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
を

開
催
し
ま
す
。

❷ �

地
域
に
お
け
る
連
携
体
制
の
構
築

支
援

広
域
振
興
局
保
健
福
祉
環
境
部
及
び
保

健
福
祉
環
境
セ
ン
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
の
圏

域
に
設
置
す
る
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
サ

ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
」
の
運
営
及

び
連
携
体
制
の
構
築
を
支
援
し
ま
す
。

❸ �

ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
支
援
者
の

研
修

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
県
・
市
町
村

職
員
、
市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会
担
当
者

な
ど
、
支
援
者
の
対
応
力
向
上
の
た
め
の

研
修
を
実
施
し
ま
す
。

❹ 

相
談
支
援
及
び
相
談
対
応

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
相
談
に
応
じ
、
必

要
な
制
度
情
報
を
提
供
す
る
ほ
か
、
身
近

な
地
域
で
の
寄
り
添
い
型
の
支
援
が
可
能

と
な
る
よ
う
、
地
域
の
専
門
機
関
に
つ
な

ぎ
ま
す
。

ま
た
、
支
援
者
の
相
談
に
応
じ
、
支
援

方
法
を
一
緒
に
考
え
ま
す
。

❺ 

情
報
発
信

支
援
制
度
や
相
談
窓
口
を
ま
と
め
た

「
ひ
と
り
親
家
庭
の
た
め
の
支
援
策
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
」（
岩
手
県
保
健
福
祉
部
子
ど

も
子
育
て
支
援
室
発
行
）
の
作
成
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
る
情
報
発
信
を
行
い
ま

す
。

❻ �

家
計
管
理
・
生
活
支
援
講
習
会
及

び
個
別
相
談

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
家
計
管
理
に
関
す

る
課
題
解
決
の
た
め
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ

ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
等
の
資
格
保
持
者
に
よ
る

講
習
会
や
個
別
相
談
を
行
い
ま
す
。

岩
手
県
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
岩
手
県
か
ら
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
総
合
相
談
支
援
事

業
」
の
委
託
を
受
け
、令
和
２
年
９
月
に
、「
ひ
と
り
親
家
庭
等
応
援
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」

を
設
置
し
ま
し
た
。

岩
手
県
子
ど
も
の
生
活
実
態
調
査
報
告

書
（
令
和
２
年
４
月
岩
手
県
）

「
第
３
章 

主
な
課
題
及
び
今
後
の
取
組

の
方
向
性
」
か
ら
一
部
抜
粋

課課  

題題
●

�

子
ど
も
の
教
育
を
経
済
的
に
支
援

す
る
制
度
の
周
知
が
、
母
子
世
帯

や
就
学
援
助
世
帯
の
保
護
者
に
行

き
届
い
て
い
な
い
。

●

�

子
ど
も
や
生
活
に
関
す
る
相
談
の

う
ち
、
特
に
「
お
金
の
相
談
・
家

計
管
理
」
で
は
、
母
子
世
帯
及
び

父
子
世
帯
の
保
護
者
に
お
い
て
、

相
談
で
き
る
人
は
い
な
い
と
回
答

し
た
割
合
が
高
い
一
方
、
市
町
村

や
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
の
公
的

な
相
談
窓
口
が
十
分
に
活
用
さ
れ

て
い
な
い
。

●

�

就
学
援
助
世
帯
や
、
母
子
世
帯
、

父
子
世
帯
の
保
護
者
に
、
経
済
的

な
支
援
制
度
の
周
知
が
行
き
届
い

て
い
な
い
。

課
題
へ
の
対
応

課
題
へ
の
対
応

●�

支
援
制
度
が
必
要
な
世
帯
に
漏
れ

な
く
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
保
護
者

に
対
し
、
制
度
の
周
知
を
図
る
と

と
も
に
、
そ
の
活
用
を
促
進
す
る

必
要
が
あ
る
。

●

�

多
様
な
相
談
支
援
ニ
ー
ズ
に
対
応

す
る
た
め
、
民
間
を
含
め
た
関
係

機
関
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図

る
と
と
も
に
、
包
括
的
な
相
談
支

援
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

まずは生活の困り
ごとやお悩みを
教えてください。

お話しの内容から、必要な情報
の提供や対応を判断します。

また、継続的な支援が可能とな
るよう、必要に応じてお住まいの
近くの相談支援機関等におつなぎ
します。

▼▼ 開所日・時間
月～金曜日、第３土曜日
※�祝日・年末年始（12/29～1/3）休み
9：00～17：15

毎月第２、第３金曜日は
19：00 まで

　　

▼▼ 連絡先
〒 020-0831
盛岡市三本柳８地割１番３
ふれあいランド岩手 １F
TEL 019-601-7021
chiiki@iwate-shakyo.or.jp
※�来所相談を希望される方は、

事前に予約をお願いします。

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
父
さ
ん
、お
母
さ
ん
を
応
援
し
ま
す

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
父
さ
ん
、お
母
さ
ん
を
応
援
し
ま
す

「
ひ
と
り
親
家
庭
等
応
援

「
ひ
と
り
親
家
庭
等
応
援

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」を
設
置

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」を
設
置

ふくしingふくしing

ひとり親家庭等総合相談支援事業のイメージ

など…

② 各機関が
　  連携して支援

① 各窓口へ相談

支 援

ひとり親支援の
窓口・団体等

ひとり親家庭等応援サポートセンター

広域振興局 市町村

岩手県ひとり親家庭等
サポートネットワーク会議 連携

地域ネットワーク会議（9圏域） 連携

ひとり親家庭等応援サポートセンター

ご相談の流れ

子どもの教育費、
家計のことや、仕事の

ことが心配

ひとり親
家庭

自分が使える
制度や支援策は
あるの？

どこにどのように
相談すればよいか
わからない
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